
●産業振興課の農業振興グループを分割し、農地グループおよび農政グループとします。
●都市整備課の建築グループおよび公園緑地グループを統合し、建築・公園グループに改称します。

新たな行政課題・行政需要に対応するため、４月１日から市の組織を一部改編します。
今後も行政運営の効率化と機動力の向上を図り、持続可能な市民サービスの提供に努めていきます。



　弥富市は平成18年４月１日に市制を施行し、令和８年４月１日に20周年を迎えました。
　令和８年４月１日から１年間、キャッチフレーズ『わくわく！ドキドキ！はたちです やとみ』を
掲げ、本市の特産である金魚に関連した金魚サミットの開催や市民参加型ワークショップなど
を開催します！
　また、各種イベントに加え、市民主催事業などに冠を付け皆で盛り上げていきます。
　実施事業については、市ホームページをご覧ください。





市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
市役所企画政策課（内線 462）

市役所庁舎の出入口の利用時間が変わります

引き続き、戸籍の届出については開庁時間外であっても、休日・夜間出入口で当直者が受領します。

正面出入口 立体駐車場側

みなとも
まちなか交流館側 立体駐車場側2階2階

1階 1階

４月１日（水）から 午前９時～午後４時
市役所・保健センター・十四山支所・のびのび園・子育て支援センター

対象施設

出入口の利用時間も原則、午前９時から午後４時までになります。

みなとも
まちなか交流館側1階

休日・夜間出入口
（正面出入口北側）1階

市役所などの窓口・電話市役所などの窓口・電話
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3 月 31日をもって鍋田支所を廃止し、その業務を十四山支所に統合します。鍋田郵便局
に証明書交付端末機 ( キオスク端末 ) を設置します。マイナンバーカードを利用し、コンビ
ニエンスストアと同様に各種証明書が取得できるようになります。

十四山支所

市役所市民課（内線 141）

各種証明書が取得できます

住民票の写し

印鑑登録証明書

納税証明書（市県民税のみ）

所得証明書

課税証明書

利用にはマイナンバーカードが必要です。

４月から時間外窓口を開設します
利用日の前営業日の午後４時までに市民課へ予約利用方法

午前６時 30分～午後 11時（メンテナンス日を除く）利用時間

対象手続

・住民票の写しの交付（広域除く）
・戸籍謄本などの交付（広域除く）
・印鑑登録手続
・印鑑登録証明書の交付
・マイナンバーカードの受け取り

４月から鍋田郵便局のキオスク端末が使えます

鍋田郵便局　平日の午前 9時～午後 5時 取得できる証明書は上記のコンビニ交付と同じです

NEW

NEW

NEW

新たなサービスを展開します

平日時間外 休日

第２・４火曜日 午後４時～７時 第２土曜日 午前９時～正午

コンビニ交付が便利です

取得できる証明書

1 手数料が100円になります
（４月１日～令和９年３月31日の1年間限定）
2

受付時間が変わります受付時間が変わります
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、 、・
運休日運休日運休日運休日

ルート
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人および

市域全体を走る

など

など

下
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